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いじめ発生時おける対応マニュアル 伊勢崎市立第一中学校

【事実関係の聞き取り,確認の際の留意事項】

・当該生徒等への事情聴取は複数教員で行い，場所や時間に配慮

・生徒が安心して話せる人や場所に配慮

・関係者からの情報に食い違いがないかを確認

・情報提供者についての秘密を厳守し，報復等が起こらないよう細心の注意を払う

・確認した内容を報告し，全体像を把握

・被害生徒及び加害生徒への対応協議

・学級指導の内容協議

いじめ防止推進委員会との連携

※別紙：対応のポイント参照

※関係児童への面談の記録（担任）

※事案内容,対応の記録（生徒指導主事）

関係機関との連携

・伊勢崎市教育委員会

・伊勢崎警察署

・大橋交番

・児童相談所

・民生児童委員

いじめに発展する可能性のある事案の把握・いじめの把握

生徒指導主事に報告

校長，教頭に報告

【いじめ対策委員会の招集】

校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、当該学級担任、当該学年主任、

教育相談担当教諭、養護教諭、スクールカウンセラー等

【対応の方針の決定・役割分担】

１ 情報の整理

・いじめの態様，加害者，被害者，関係者，周囲の生徒の特徴

２ 対応方針

・緊急度の確認（自殺，不登校，脅迫，暴行等の危険度を確認）

・事情聴取や指導の際に留意すべきことを確認

３ 役割分担

・被害者からの事情聴取と支援担当

・加害者からの事情聴取と指導担当

・周囲の生徒と全体への指導担当

・保護者への対応担当

・関係機関への対応担当

【当該生徒への事実確認・安全確保】

１ 被害生徒：安全確保，事実関係の聞き取り，心のケア

２ 加害生徒：事実関係の聞き取り（個別）と確認（全体）

３ 周囲の生徒：事実関係の聞き取り,アンケートの実施,心のケア

事実の究明と支援・指導

いじめ対策委員会で協議

全教職員で情報の共有
家庭訪問（被害生徒保護者）

・事実報告

・加害生徒への指導内容説明

・学校と連携した支援

来校（加害生徒保護者）

・事実報告

・指導内容説明

・学校と連携した指導
謝罪の場の設定

全教職員で今後のいじめの対応について共通理解

各学級での指導

経過観察
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重大事態発生時おける対応マニュアル 伊勢崎市立第一中学校

全校生徒への指導

（被害生徒・保護者の了解を得て）

緊急対応チームで今後の対応検討

ＰＴＡ役員との連携

保護者会等の開催

職 員 会 議

問題の背景分析

伊勢崎市教育委員会に事故報告を提出

（事実に即して正確に客観的に）

課題の根本的な解決

生徒指導体制の見直し

教育相談体制の見直し

開かれた学校づくり

重大事態の発生

現場での事態収拾

校長が状況を判断し，対応方針を指示

緊急対応チームの編成
（迅速に，組織的に，見落としなく対応）

緊急対応チームで緊急対応
（情報収集・整理・共有，対応方針の検討）

緊急職員会議

（状況説明，対応方針の説明，校長の指示，教職員の役割分担）

警察等に連絡

(犯罪行為や入院が必要な事故)

必要に応じて救急車の要請

伊勢崎市教育委員会に第一報

（様式４：問題行動報告書・速報用）

病院・警察等との連携

被害生徒への支援

保護者との連携

加害生徒への指導

関係生徒への指導

保護者との連携
教育委員会との連携

マスコミ対応

（校長のみが対応）
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対応のポイント

【被害生徒】
①起こっている事実を確

認するとともに、まず

辛い今の気持ちを受け

入れ共感することで心

の安定を図る。

②いじめられている生徒

を最後まで守り抜くこ

と、そして秘密をまも

ることを伝える。

③学校全体で取り組み、

必ずいじめを解決する

と伝える。

④自信を持たせる言葉を

かけるなど、自尊感情

を高めるよう配慮する。

【加害生徒】
①他の生徒と離した場所

で、事実確認を正確か

つ迅速に行う。

②いじめの行為をしてし

まった気持ちや状況な

どについて十分に聞い

た上で指導する。

③心理的な孤立感・疎外

感を与えないようにす

るなど、一定の教育的

配慮のもと、毅然とし

た態度で指導するとと

もにいじめが非人道的

であることやいじめら

れる側の気持ちを認識

させる。

【学級・学年
・学校全体】

①学級や学年、場合によ

っては全校生徒を対象

にアンケート調査や聞

き取り調査を行い、事

実関係の把握を正確か

つ迅速に行う。

②いじめは絶対に許され

ない行為であることを

認識させる。

③いじめをはやし立てた

り、傍観したりする行

為もいじめを肯定する

行為であることを認識

させる。

いじめ対策委員会（校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、当該学級担任、当該学年主任、

教育相談担当教諭、養護教諭、スクールカウンセラー等 ）を中心に学校として解決にあたる

【被害生徒の保護者】
①発見すれば、その日の

うちに事実を伝え、対

応策を提案する。その

際、学校としていじめ

た生徒を指導し、いじ

められている生徒を守

り抜くことを伝える。

②必要な場合は、緊急避

難として必要な最大限

の体制を整えることを

伝える。

③継続して家庭と連携を

取り、家庭での生徒の

変化に注意してもらい、

どんな些細な相談でも

真摯に受け止め対応す

る。

【加害生徒の保護者】
①その日のうちにいじめ

の事実を伝え、いじめ

られる生徒や保護者の

辛く悲しい気持ちを伝

える。

②いじめは絶対に許され

ない行為であるという

毅然とした姿勢を示す

とともに、事の重大さ

を認識させ、家庭でも

いじめが絶対に許され

ない行為であることを

指導するように依頼す

る。

③生徒の変容を図るため

に、解決に向けた関わ

り方などを一緒に考え

る。

【関係機関】
①プライバシーに配慮し

つつ、PTA や学校評議

員などに事態を報告し、

一体となって解決に取

り組む。

②事案によっては教育委

員会や青少推、民生児

童委員等と連携をとる。

③事案によっては、児童

相談所や警察等の関係

機関と連携をとる。


